
 

 

受 付 

期 間 

随時 

(令和６年５月９日(木)～令和７年１月３１日(金)まで)  

※合格者が決定した時点で受付を終了します。 

状況はお問い合わせください。 

採 用 

予定日 

合格者決定後 

採用日を調整 

し決定します 

 

１.採用試験区分・採用予定人数及び職務内容 

試 験 区 分 採用予定人数 職 務 内 容 

一般行政職 土 木 職 １名 町長部局又は教育委員会の技術的業務等に従事 

 

２.受験資格 

(1) 昭和４９年４月２日以降に生まれた方で、次のいずれかの要件を満たす方 

①土木の専門課程（それに準じる課程を含む。）を修了した方、または令和７年３月末まで 

に修了見込みの方 

  ②測量士若しくは測量士補又は土木施工管理技士等の資格を有する方 

  ③土木の実務経験のある方 

(2) 次のいずれかに該当する方は受験できません。(②～④は地方公務員法第１６条の規定) 

 ① 日本国籍を有しない方 

 ② 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

までの方 

 ③ かつらぎ町の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない方 

 ④ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊

することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した方 

 

３．試験の方法 

試験の方法 内    容 

面接試験 能力、性格等についての面接による試験 

 

 

４．試験の日時及び場所 

日  時 場   所 

随時実施 

※申込受付後、受験資格審査を行い、試験の案内を郵送します。 
かつらぎ総合文化会館 

 

令和６年度 

かつらぎ町職員採用試験案内 

（一般行政職・土木職） 

 

 

 

 

 

 

 



５．合格者の発表 

発表時期 発表方法 

随時 

※試験時にお知らせします。 
受験者本人あてに合否を郵便で通知します。 

 ※受験者の成績が一定水準に達しないときは、「合格者なし」とする場合があります。 

 

６．受験申込手続き 

申

込

書

の

入

手

方

法 

直接入手 
交 付 日 令和６年５月９日（木）から交付します。 

交付場所 かつらぎ町役場 総務課 

インター

ネ ッ ト 

での入手 

かつらぎ町ホームページからダウンロードできます。 

※印刷時の注意 

・受験申込書及びエントリーシートは、Ａ４版白紙の用紙（感熱紙不可）

に、縦向き、黒字で印刷してください。 

・受験申込書は、必ず両面印刷してください。 

郵便での

入手 

封筒の表に「受験申込書請求」と朱書きし、宛先を明記した角形２号（折

らずにＡ４版が入る大きさ）の返信用封筒に１４０円切手を貼付し、必ず

同封してください。 

申

込

方

法 

直接提出 

受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く） 

受付場所 かつらぎ町役場 総務課 

郵送提出 

(令和７年

１月３１日

消印有効) 

※必ず簡易書留郵便とし、封筒の表に「採用試験申込」と朱書きしてくだ

さい。 

※記載事項等に不備がある場合は、受理できない場合があります。 

※記載事項に虚偽があると、採用資格を失うことがありますので十分注意

してください。 

※申込みできる試験区分は、１つに限ります。申込書受理後の試験区分の

変更はできません。 

※採用試験において取得した個人情報は、職員採用試験及び採用に関する

事務以外の目的には使用しません。また、提出書類は一切返却いたしま

せん。 

提

出

書

類 

必要書類等 

① かつらぎ町職員採用試験受験申込書（写真１枚貼付）    

② かつらぎ町職員採用試験エントリーシート       

③ 写真１枚（縦４.０㎝、横３.０㎝）※受験申込書と同様 

④ 最終学校等の卒業証明書（卒業証書の写し可）又は卒業見込証明書                

⑤ 資格取得を証明できるもの 

（例:免許証(写)、合格通知書(写)、成績証明書等）  

受

験

票 

申込書を受理した場合、随時、受験票を郵送します。 

※試験当日必ず持参してください。 

※受験票を紛失した場合又は受験票が届かない場合は、総務課まで必ず連絡してくだ

さい。 

 



７．合格から採用まで 

 この試験の最終合格者は採用内定者となり、採用日は合格者と調整のうえ決定します。 

 

８．給与、勤務条件等 

種 類 内   容 

初 任 給 

初任給月額は、土木職経験年数等を勘案し決定します。 

学校卒業後、職務経験等一定の経歴がある場合は、所定の基準により加算され

ます。 

諸 手 当 
扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当等がそ

れぞれの条件に応じて支給されます。 

昇  給 原則１年に１回 

勤務時間 

休 日 等 

勤務時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（うち休憩時間 正午から午後１時まで） 

休  日：土曜日、日曜日、祝日、年末年始 

※職種や勤務場所によって異なる場合があります。 

休  暇 
年次有給休暇（年間２０日、採用１年目は１５日） 

特別休暇（夏季、結婚、出産、忌引等） 

福利厚生 
健康の維持・増進のための各種健康診断、レクリエーション事業、各種の給付

や貸付事業などを行う共済制度及び互助会制度があります。 

 

 
 

 

【問い合わせ先】かつらぎ町役場 総務課 管理係 

            〒649-7192 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町 2160番地 

                    電話番号 0736-22-0300（代）内線 2026 

                    メールアドレス somu-kanri@town.katsuragi.lg.jp 
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